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平成23年９月20日(火曜日）

午前10時１分開会

会議に付した案件

○概要説明

商工観光労働部

１．工業技術センターの取組と成果について

２．食品開発センターの取組と成果について

企業局

１．企業局の取組

２．水力発電の現状と課題

○協議事項

１．県外調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（11人）

委 員 長 太 田 清 海

副 委 員 長 原 正 三

委 員 福 田 作 弥

委 員 中 野 明

委 員 横 田 照 夫

委 員 松 村 悟 郎

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 西 村 賢

委 員 重 松 幸次郎

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 有 岡 浩 一

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のために出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

商工観光労働部次長 長 嶺 泰 弘

商 工 政 策 課 長 後 沢 彰 宏

工 業 支 援 課 長 冨 髙 敏 明

商 業 支 援 課 長 金 子 洋 士

工業技術センター所長 橋 口 貴 至

食品開発センター所長 工 藤 哲 三

企業局

企 業 局 長 濵 砂 公 一

副 局 長 持 原 道 雄

技 監 相 葉 利 晴

総 務 課 長 吉 田 親 志

経 営 企 画 監 新 穗 伸 一

工 務 課 長 本 田 博

電 気 課 長 白ヶ澤 宗 一

施 設 管 理 課 長 山 下 雄 一

総 合 制 御 課 長 田 村 秀 秋

事務局職員出席者

政 策 調 査 課 主 幹 髙 村 好 幸

政 策 調 査 課 主 査 壱 岐 さおり

○太田委員長 それでは、ただいまから産業・

再生エネルギー対策特別委員会を開会いたしま

す。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）をごらんくだ

さい。

本日は、前回委員会の委員協議を踏まえ、工

業技術センター、食品開発センターのこれまで

の取組と成果について、最初に商工観光労働部

から、次に、11時から県内の水力発電の現状と

諸課題について企業局から、それぞれ説明をい

ただきます。

その後、県外調査、次回委員会について、御

協議いただきたいと思います。このように取り
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進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、これから執行部の説明に入ります。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

商工観光労働部においでいただきました。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○米原商工観光労働部長 おはようございます。

商工観光労働部でございます。

本日は、お手元の委員会資料にありますとお

り、工業技術センターの取組と成果について及

び食品開発センターの取組と成果について御説

明をいたします。それぞれ各所長から御説明い

たしますので、よろしくお願いいたします。以

上でございます。

○橋口工業技術センター所長 私のほうからは、

工業技術センターの取組と成果につきまして御

説明をさせていただきます。

お手元の特別委員会資料の１ページをお開き

いただきたいと思います。

まず、私どもの施設の設置目的でございます

けれども、１にございますように、センターは、

工業技術分野におきまして、県内産業の振興を

図ることを目的といたしまして、各種の工業技

術に関します研究開発であるとか、あるいは工

業相談、そして技術指導、依頼試験・設備利用

業務などを行っているところでございます。

組織機構につきましては、そこにございます

ように、総括の副所長、技術の副所長２人と、

それから、管理課、企画・デザイン部、資源環

境部、材料開発部、機械電子部、１課４部の体

制でございます。職員数総勢34名でございます

が、括弧にありますように、８名は食品開発セ

ンターと兼務いたしております。

３にございます試験研究・事業の概要でござ

いますが、それぞれ４つの部で試験研究等の事

業を分担しておりますが、そこにありますよう

に、例えば企画・デザイン部でありますと、工

業デザインに関する技術支援であるとか、資源

環境部でありましたら、工場排水、廃棄物等の

再資源化等々の試験研究、並びにさまざまな関

係先からの依頼試験を受けているところでござ

います。そこに記載しているとおりでございま

す。

次に、次のページ、右側の４に事業実績とし

て掲げております。

依頼試験は、県内企業からのいろんな不良品

の原因究明であるとか研究開発であるとか、そ

ういったことのために、半製品等の試験を依頼

されるものでございます。22年度772件でござい

ます。

それから、設備利用は、県内企業が私どもの

持っております機械設備を利用して、さまざま

な実験等を行うというものでございまして、22

年度744件となっております。

そのほか、県内企業からのさまざまな相談に

対する指導を行っておりまして、22年度1,773件、

さらには、次の巡回企業訪問は242件ということ

でございます。その他書いておりますが、ここ

で件数が前年度に比べて増加しておりますけど、

これも、平成20年度にリーマンショックが起こ

りましたけれども、これからの若干回復が見ら

れるということが背景にあるというふうに考え

ております。

そのほか、研究会・研修会16回、そして見学
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者519名、これは21年度から若干減っております

けれども、これは、口蹄疫の影響でいろんな開

催が自粛されたり、あるいは見学者が訪問を自

粛されたと、こういったことが背景にあろうか

というふうに思っております。

次に、おめくりいただきまして、３ページで

ございます。

５に研究成果ということで、最近の研究開発

の成果とその後の取り組み状況につきましてま

とめているものでございます。

まず最初に、（１）工業用水浄水汚泥を活用し

たレンガの開発ということでございますが、①

にありますように、県の企業局で工業用水の浄

水を行い、工業用水として供給しているわけで

すけれども、浄化の際に汚泥が発生いたします。

この浄水汚泥というのを原料としてレンガの製

造に役立てる、こういう技術の開発を行ったと

ころでございます。

②にありますように、浄水汚泥の性質を調べ

ました結果、レンガの原料として利用できると

いうことがわかりまして、さまざまなレンガの

試作を行いながら、粘土と汚泥の混合割合、焼

成温度の最適条件、こういったものを調べたわ

けでございます。そうした結果、強度、吸水率

という面で従来品と同等以上の品質を有して、

ＪＩＳ規格も満たすことができる、そういうレ

ンガを開発することができたところでございま

す。

③に成果としておりますが、こういう製造技

術を都城市にございます宮崎高砂工業のほうに

技術移転いたしまして、これを受けて、同社で

商品化を行い、県、市町村の公共工事などの道

路舗装用のレンガに採用されているところでご

ざいます。

下にありますのが、試作レンガとか、あるい

は敷設状況でございます。

右側、４ページでございます。

（２）として、ＳＰＧ（シラス多孔質ガラス）

から生まれた世界初「はんだ粒子」製造技術で

ございます。

背景に掲げておりますけれども、最近のスマ

ートフォンとかありますように、携帯電話等の

電子機器の高性能化・小型化に伴いまして、業

界からは、部品の接合に使われますはんだ粒子

の微細化が求められているところでございます。

この要求にこたえますために、ＳＰＧを使って

微細のはんだ粒子を製造する技術の開発に取り

組んだところでございます。

②にありますように、溶融したはんだ、溶け

たはんだですが、ＳＰＧの細かな穴を通して高

温の油の中に押し出しますと、粒径のそろった

微細なはんだ粒子が製造できるということで、

さまざまな組成のはんだにも応用できるという

ことがわかっております。

成果でございますが、業界から求められてお

ります微細で均一な粒径を持つはんだ粒子を製

造する技術を確立いたしまして、これに目をつ

けました世界的なはんだ材料メーカーでござい

ます千住金属工業、東京にございますが、こち

らが、この技術を利用してはんだ粒子を製造す

るために、平成18年に千住技研を宮崎市に設立

し、あわせて工場を建設したところでございま

す。さらに、千住技研のほうで、本格的生産に

向け、平成22年に工場を増設いたしまして、こ

としの２月から世界市場への本格出荷を開始し

ているところでございます。

④にございますが、ＳＰＧ応用技術はさまざ

まな展開を見せているところでございますけれ

ども、これまでＤＤＳ製剤（ドラッグ・デリバ

リー・システム）、いわゆるターゲットとしたが
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ん部位への薬剤の供給を行うわけですけれども、

こういうＤＤＳ製剤をつくること、それから化

粧品、こういったものに応用されているわけで

すけれども、現在は、民間企業と共同して、動

物用製剤あるいは抗がん剤、ワクチン、そういっ

たものの製造技術の開発にさらに取り組んでい

るところでございます。

おめくりいただきまして、次の５ページでご

ざいます。

（３）として、農業温室用除湿機の研究開発

ということでまとめております。

本県は、冬温暖ということで、野菜とか花卉

等の施設園芸が盛んに行われております。ただ、

冬季の温室は多湿環境になりやすく、多湿環境

に起因した病害の発生も問題となっているとこ

ろでございます。そうしたことから、県内の企

業３社、さらには宮崎大学、県総合農業試験場

と共同で、農業温室用除湿機の開発に取り組ん

だところでございます。

②にありますように、この除湿機は、吸湿液

―これはトリエチレングリコールでございま

すけれども―を用いて温室内の水分を除去す

る点が特徴でございまして、温室内の水分を一

たん吸収いたしまして、その水分を吸収した吸

湿液を、温室外に設置した加熱再生機で水分を

飛ばして再生利用するというものでございます。

③にありますように、この開発した除湿機を

実験協力農家の温室に設置いたしまして、実証

実験を行ったところ、除湿機を使わない場合と

比較して病気の発生が抑えられる、さらには収

量が増加して燃料費も節減できるということで、

良好な試験結果を得られているところでござい

ます。現在も、本装置の普及、実用化を目指し

まして、さらに小型化、低価格化に取り組んで

いるところでございます。

右側の６ページでございます。

（４）脳卒中患者の歩行支援用機器「ワンハ

ンドウオーカー」についてまとめております。

①にありますように、脳卒中などによります

片麻痺の方は年々増加の傾向にございます。介

助者なしでも歩行訓練できるような機器の開発

というのが求められていたところでございます。

そこで、宮崎市の福島施設工業と都城にござい

ます社団法人八日会、こちらと共同で、片手で

操作できる歩行器―ワンハンドウオーカーと

言っていますが―に取り組んだところでござ

います。

②にありますように、市販されております歩

行器のように両手で支える必要がない、麻痺の

ないほうの半身側のひじから手を乗せて歩くこ

とができ、左右どちらの麻痺にも一台で対応で

きる、こういう特徴を持っております。

③でございますが、開発いたしました技術を

活用して福島施設工業が商品化いたしまして、

販売も開始されております。平成19年には、宮

崎県トライアル購入事業者の認定も受けている

ところでございます。今後、操作性、安全性な

どを考慮しながら、低コスト化、販路の確立に

努めることといたしております。

私からの説明は以上でございます。

○工藤食品開発センター所長 食品開発センタ

ーの取組と成果について説明をさせていただき

ます。

その前に、今お配りしますブルーベリーの新

茶でつくりましたお茶を賞味していただけたら

と思います。よろしくお願いします。ブルーベ

リーの葉っぱでつくったお茶です。

７ページです。

食品開発センターは、県内の食品産業の振興

を図ることを目的に設立されております。また、
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研究に伴いまして、食品製造業や加工グループ

等を対象とした各種食品加工技術に関する試験

研究のほか、技術指導とか依頼分析等を行って

おります。

２番目の組織ですが、職員数は、管理課、企

画・デザイン部が工業技術センターと兼務に

なっておりまして、兼務を入れまして職員数は

全体で21名です。

３番目の試験研究・事業の概要ですが、試験

研究を行う部は、食品開発部と応用微生物部で

す。食品開発部は、県内農畜産物を用いた食品

開発に関する試験研究・技術支援、応用微生物

部は、焼酎を初めとする発酵食品の製造や有用

微生物に関する試験研究及び技術支援となって

おります。

８ページを見ていただいて、事業実績ですが、

数字は申しません。依頼試験、それから持って

います設備を貸与して利用する設備利用関係、

技術相談・指導件数関係、焼酎用酵母の分譲、

企業を回ります巡回企業訪問、研究会・研修会

の開催等を実施しております。

９ページをお願いいたします。

研究の成果を４つほど紹介させていただきま

す。

まず、（１）ブルーベリー葉及び果実の機能性

を生かした食品開発を行いました。

背景ですが、平成15年度からブルーベリー葉

の機能性について研究に取り組みまして、ブル

ーベリー葉の抗酸化活性や肝がん細胞の増殖抑

制活性を持つなど、幾つかの機能性を有するこ

とが明らかになりました。また、その機能性に

は、プロアントシアニジン等が関与しているこ

ともわかってきました。そこで、ブリーベリー

葉及び果実の機能性を生かした加工法の開発・

商品化を目指して研究に取り組みました。

技術的な特徴ですが、適期にブルーベリー葉

を収穫し、蒸した後、乾燥させると、渋みが少

なく抗酸化活性及びＰＡＣ含量を保持した茶葉

を製造することができ、また既存の製茶設備で

も十分対応できるということがわかりました。

さらに、ブリーベリー葉の抽出物をジャムや菓

子等に適量添加することにより、抗酸化活性も

増加し、風味も向上することを確認しておりま

す。

３番目、成果ですが、ブリーベリー葉の機能

性を保持したまま茶葉に加工できることがわか

り、この成果を事業化するために、ことし１月

に大学発ベンチャーの株式会社なな葉コーポレ

ーションが設立されました。同社は４月にブル

ーベリー葉茶「ベリーフ」の製造販売を開始し

ております。

続いて、10ページをお願いいたします。

２番目の研究ですが、干したくあんの機能性

と品質向上に関する研究というテーマに取り組

みました。

背景としては、本県は、たくあん用干し大根

の生産量が日本一を誇るにもかかわらず、その

知名度は大変低い。そこで、本県の伝統的食品

である干したくあんのブランド化を図るために、

干したくあんの機能性に関する研究に取り組み

ました。

２番、技術的な特徴ですが、干したくあんの

機能性を調べたところ、特に抗ストレス効果や

血圧上昇抑制効果が高いとされる通称ＧＡＢＡ

（γ‐アミノ酪酸）含量が生の大根よりも干し

大根のほうが多く、ＧＡＢＡは大根の天日干し

乾燥工程中に生成されることを実証することが

できました。

研究の成果ですが、宮崎県干したくあん・漬

物研究会（会員13社）では、これらの研究成果
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を干したくあんの機能性のＰＲに活用しており

ます。また、同研究会では、共同で干したくあ

んの詰め合わせ「味くらべ」を商品化しており

ます。

11ページをお願いいたします。

３番目は、新規焼酎酵母の開発です。

背景と目的ですが、宮崎県は、鹿児島県と並

んで屈指の焼酎県と言われますが、芋や麦、米、

ソバなど、さまざまな原料を生かしたバラエテ

ィーに富む焼酎づくりが特徴であります。県内

のおよそ６割の焼酎工場で、昭和30年に分譲を

開始した当センター所有の「宮崎酵母」を使っ

て、それぞれ個性のある焼酎をつくってきまし

たが、消費者嗜好の多様化などで新しい酵母を

期待する声が強くなってきたため、「宮崎酵母」

にかわる新規焼酎酵母の研究開発に取り組みま

した。

技術的な特徴ですが、272株の野生酵母から、

焼酎製造において高い温度領域で増殖性や発酵

性及び生存率に特にすぐれた、従来の「宮崎酵

母」とは違う新しい焼酎酵母「平成宮崎酵母」

を開発いたしました。

成果ですが、焼酎に「甘みがある」「丸みがあ

る」「原料特性がある」などの特徴を付与できる

新規焼酎酵母を開発することができました。こ

の新規酵母は「平成宮崎酵母」の名称で、平成22

年度より県内の焼酎工場への分譲を行っており

ます。県内焼酎メーカー20社に特許実施許諾を

行い、現在、「平成宮崎酵母」を使用した新しい

焼酎として順次商品化されております。

最後に、12ページをお願いします。

４番目ですけど、焼酎かすの乳酸発酵による

リサイクルに関する研究を行いました。

背景ですが、県内で焼酎製造の際、排出され

る焼酎かすは、年間20万トンを超えております。

しかし、海洋投棄や土壌還元等は原則禁止され

ているため、さらに低コストで有効に活用する

技術開発が模索されております。そこで、畜産

試験場と共同して、焼酎かすを低コストで飼料

化する技術開発に取り組みました。

技術的な特徴としては、栄養豊富であるが非

常に腐敗しやすく、常温では保存が困難な焼酎

かすが、乳酸菌を用いた乳酸発酵をさせること

により、２カ月以上の長期保存が可能となりま

した。また、粘性が強くどろどろした焼酎かす

を、繊維分解酵素のセルラーゼを用いて粘性を

低下させて、取り扱いを容易にすることを可能

にしております。

研究の成果として、焼酎かすの長期保存が可

能になったため、畜産試験場の給与試験におい

ても、飼料として十分活用できることを確認い

たしました。これらの成果をもとに、県北の焼

酎メーカー２社が実用化し、畜産農家へ飼料と

して供給を開始しております。以上です。

○太田委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたらお願いいたし

ます。

○横田委員 工業技術センターにちょっとお尋

ねしますけど、依頼試験を平成22年度で772件さ

れているということですが、本当にたくさん取

り組んでいただいているなというふうに思いま

す。ちょっとお尋ねしますけど、この依頼試験

の中に、例えば、依頼者が特許を取得して、そ

れをもとに起業していこうという思いで依頼さ

れる試験というのは結構あるものなんでしょう

か。

○橋口工業技術センター所長 依頼者自体のほ

うで、明らかにそういうのを目指しておって依

頼試験に来るということよりも、それは基本的

にはほとんどないと思われますが、むしろここ
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で言う依頼試験というのは、製品、半製品、そ

ういったものの強度試験であるとか、あるいは

でき上がりの表面が何かおかしい、何か異物が

混入しているんじゃないか、そういったいわゆ

る品質管理上の問題とか、そういったものにつ

いて、私どものほうにちょっと電子顕微鏡で見

てくださいとか、あるいはＭＲＦＭ、そういう

もので見てくださいとかいうのが普通のもので

ございます。

○横田委員 例えば、民間の個人の方が自分が

持っていたアイデアを製品化して、それで特許

を取りたいと思っている人がもし依頼しようと

思ったら、それは受け入れとかはできるものな

んですか、その機械の開発といいますか。

○橋口工業技術センター所長 最初に役割のと

ころで説明いたしましたけれども、いわゆる県

内企業さんのほうでの要望であれば、一応私ど

もなりにできますが、個人的には全くそれはで

きないと、やっていないということでございま

す。

○横田委員 私の周りにも、何かそういう自分

なりのアイデアを持ってて、それでうまく開発

できないかなと思っている人が結構何人かおら

れて、それを開発するすべが余りなくて、結局

しぼんでしまった方も何人かおられるものです

から、もしそういう個人が持っておられるアイ

デアを実用化できるような試験とかをしていた

だくといいんじゃないかなと思ったものですか

ら質問させてもらいました。

○福田委員 工業技術センターや食品開発セン

ターは地元にありますから、非常に、通うこと

もありますし、また自慢にする施設でもありま

すが、そこで、きょうそれぞれ両センターから

御説明をいただきましたが、内容的には数年前

に御報告いただいた内容と同じ件が多いんです

が、まず除湿機、これは現在、開発されて数年

たっていますが、製品化されて、どれくらい販

売できていますか。

○橋口工業技術センター所長 一応これは先ほ

ど御報告いたしましたように、ここにまとめて

おりますように、実験の協力農家のほうで、今、

実証試験をやっておりまして、これはまだ販売

には至っておりません。

○福田委員 販売されていなかったら大変いい

んですが、私もこういう除湿機等を、有効性は

説明のとおりと思いますが、しかし、同じハウ

スの中にこういう機械を、加温用の暖房機と除

湿機と両方しますと、スペースを物すごく使う

んですよ。それで、エアコンではありませんが、

既設の暖房機にこういう機能を織り込んだもの

を開発されると、非常に売り込みやすいし、普

及も早くなるということを、私は何回か説明を

受けた中で現場を見ながら考えましたので、ひ

とつ参考にしていただきたい。別々に機材をつ

くるのではなくて、既存のいわゆる暖房機能を

持った施設にこれを組み込んでいく、こういう

ことをちょっと考えていただきたいと思います。

これは要望しておきます。

それから、ワンハンドウオーカー、これも知

り合いの方がつくっておられますから、工場を

見に行きました。これはまだ余り普及していな

いんですか。どれくらいですか。

○橋口工業技術センター所長 御指摘のように、

これは余り売れてはいないということでござい

ます。ここにトライアル購入事業者の認定まで

いただいて、販売のほうも一生懸命やっている

んですけれども、まだなかなか普及していない

ということでございます。

○福田委員 それで、御本人の話もお聞きした

んですが、これはたしかお医者さんの関係の販
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売ルートだと思いますが、もう少し間口を広げ

て販売ルートに乗せるような方式を考えないと、

つくっている人にちょっと気の毒かなと、そう

いうふうに感じましたので、お答えは要りませ

んが、参考までに。

続きまして、食品開発センターでありますが、

今ごちそうになりましたブルーベリー葉、私の

周りにはこれに非常に興味があって、研究会等

に参画している人も多いんですが、商品群がこ

こに掲載されていますが、所長さん、その引き

合いというのはどうですか。

○工藤食品開発センター所長 売れ行きは、４

月１日から販売を開始しまして、７月末段階

で755パック販売しております。

○福田委員 今回は、前回のグアバ茶と違いま

して、かなり積極的な売り込みなんかをやられ

るようでありますが、願わくば、関係者に知っ

ている人が多いものですから、グアバ茶と同じ

ような道筋をたどらないように、いつか消えて

なくなるというような感じで、ぜひ食品開発セ

ンターが力を入れている商品として、販売まで

しっかり結びつけてほしいと思います。機能性

等については、おっしゃるとおりだと思います。

それから、もう一つ、干したくあんの関係で

ありますが、ここに書いてあるとおり、今、食

生活で塩分をとることを控えることから、かな

り特に乾燥に対する漬物の需要が減っているん

ですね。どちらかというと浅漬けが多いんです

が、しかし、これは日本古来の伝統食でありま

すから、消えることはないと思います。それと、

たばこの廃作で、大根等にもう一回帰らざるを

得ない方向等もありますから、ぜひ力を入れて

ほしいんですが、前の委員会で道本さんの工場

を見せていただきました。その後、いわゆる商

品としての既存の漬物と差別化されたもの、そ

れはどういうふうに結果が出ていますでしょう

か。

○工藤食品開発センター所長 干したくあんの

ほうが生の塩漬け大根よりもＧＡＢＡが圧倒的

に多いということがわかりましたので、それを

売りにして商品の拡大を図っているということ

でございます。

○福田委員 恐らくこれからだと思いますが、

これも非常に、農政との絡みもありますが、大

事な事業でありますから、途中でポシャること

なく、しっかり取り組んでほしいと思います。

最後に、焼酎かすの飼料化の問題です。これ

は、かなり時間も経過していますから、実績が

上がっていると思いますが、その辺はどう見て

おられますか。

○工藤食品開発センター所長 実際に年として、

平成20年度、西臼杵地区の２社で焼酎かすの飼

料化をやって、1,550トンを飼料化に向けており

ます。

○福田委員 焼酎の生産量からしますと、まだ

かすの利用はごく一部でありますが、以前は厄

介な産業廃棄物でしたが、これが有用物として

飼料とか、あとは将来メタン発生等にも使える

と思いますが、利用できるような研究開発にさ

らに取り組んでいただきたい。お願いしておき

ます。

○有岡委員 食品開発センター所長にお尋ねし

ますが、先ほどのブルーベリーの葉を使いまし

た機能性としまして、例えば抗酸化活性という

ようなことで、販売をする中で、やはり目玉と

いうんでしょうか、何か必要だと思うんですが、

例えばスポーツ後にブルーベリーの葉を飲用す

ると大変効果的だとか、そういったもっとわか

りやすいものを商品化の中でうたうと、販路と

しては広げやすいんじゃないかというのが１点
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と、例えば宮大の國武先生が御協力されている

と思うんですけど、そういった先生たちのメッ

セージをこういった情報とかにつけるとまだわ

かりやすいというような、そういう販路開拓の

ための人材を活用するとか、そういったいろん

な工夫をされると、もっともっと販路の開拓が

できるんじゃないかと思うんですが、いかがで

しょうか。

○工藤食品開発センター所長 あくまで食品な

ので、薬みたいな効用書きはできないと、御存

じのとおりですけど、確かにおっしゃるように、

何か売りになるようなキャッチフレーズでも、

内容をうまくひっかけたような形での商品化を

検討していきたいと思います。ありがとうござ

います。

○有岡委員 どうぞよろしくお願いします。

それと工業技術センター関係でお尋ねします。

資料の３ページのレンガのことになりますが、

これはＪＩＳ規格を取っていらっしゃるという

ことですが、量販店あたりでの販売とか、そう

いったところまで取り組んでいらっしゃるのか、

実態をお尋ねしたいと思います。

○橋口工業技術センター所長 エコレンガとし

ての販売なんですけれども、今のところは、こ

こにありますような公共事業でレンガを敷設す

るとか、そういったところ、あるいは小林駅の

裏でも何か使われている、当然企業局の北部管

理事務所でも敷地にちょっと敷いていますけれ

ども、そういった形で利用している状態でござ

いまして、まだ一般にはそういう販売はされて

いないところです。

○有岡委員 価格の点での難しさがあるのかな

と思うんですけれども、どの程度量がつくれれ

ば採算ラインになるのか、そういったことも研

究しながら、最終的に販路をつくらない限りは

企業として伸びてこないというふうな問題があ

りますし、先ほど申し上げたように、人材育成

という部分でも、いろんな方、企業との連携を

されることが大事だと思うんですが、例えば戦

略評価シート、この評価の中では、大都市とか

東アジア等への販路開拓にＡ評価というのが出

てまして、これは部分的なものなんでしょうが、

工業技術センターあたりで取り組まれたものが

最終的にはこういう販路に乗っていくようなシ

ステムをつくることが大事だと思うんですね。

そこら辺、ここの所管が違うにしても、そこに

まで持っていって初めて企業が育つというふう

な視点を大事にしていただけたらと思っている

んですが、例えば４ページ、お尋ねしたいと思

いますが、こちらのシラスを使った多孔質ガラ

ス―ＳＰＧ、こういったものも今、平成22年

度から世界市場への出荷を開始しているという

ことで表現してありますが、こういったものも

把握して、こういった商談会なり、企業のＰＲ

のために携わっていらっしゃるのか、そういっ

た実態を教えていただきたいと思います。

○橋口工業技術センター所長 先ほど御質問で、

エコレンガの販売の件でおっしゃっていました

けれども、実はこれはどうしてホームセンター

等で売っていないかといいますと、１個大体200

円から300円ぐらいの単価になっておりまして、

ホームセンター等のは、そういう強度は全く無

視した形で、ＪＩＳ規格というよりは、そうい

うものでございますので、価格が全然合わない

というふうなことで販売していないということ

でございます。説明不足で申しわけありません。

それからまた、ＳＰＧ関係のはんだ粒子でご

ざいますけれども、これにつきましては、ここ

に書いておりますが、18年から千住技研が宮崎

市に立地して、工場を建設しているわけでござ
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います。ここで一応試験をしながら商品化に取

り組みますとともに、さらに今、微細なはんだ

粒子での販売を目指して、いわゆるサンプル出

荷という形で、いろんな形でことし２月に至る

まで、いろんなサンプル出荷を、工場、いわゆ

る千住金属本体のほうになるわけですけれども、

そちらのほうが世界のいろんな半導体メーカー

といろいろと交渉しまして、ようやくここで、

書いておりますように、２月から出荷を開始し

たというところでございます。そういった取り

組みはなされているところでございます。今、

大変貴重な御指摘でございますけれども、私ど

もとしても、実用化に向けて、いろんなそうい

う販売まで射程に入れた形で取り組んでいかな

いといけないかなというふうなところでござい

ますので、ありがとうございました。

○有岡委員 あと１点お尋ねしたいと思います。

５ページの多湿に対する除湿機の関係ですが、

先ほど福田委員からも御質問がありましたが、

販売に持っていくためには、ある程度メーカー

とのタイアップも必要じゃないかなと時期的に

思うんですが、そういった取り組みは今されて

いらっしゃるのかお尋ねしたいと思います。

○橋口工業技術センター所長 この除湿機の開

発に当たりまして、県内企業３社と書いており

ますが、フルタ熱機であるとか、高岡にありま

す九州オリンピア工業とか、あと秋津クリエイ

ト、これは制御関係のところなんですけれども、

こういったところが中心になって開発しており

まして、あと、こういったところが一つの市場

を持っておりますので、そういったところで一

緒に入ってもらって、共同開発したというとこ

ろでございます。

○有岡委員 最後に、要望になりますけれども、

情報誌等もいろいろ発行していらっしゃるよう

ですので、また情報誌の中でもこういった最新

の情報を大いに提供していただきたいと思いま

すし、例えば、そういったセンターの職員の中

で、広報とかこれからの宮崎の技術を担うよう

な人材が勉強の場に参画するような、そういっ

たことも積極的にやっていただけると、進学校

を目指すレベルアップの取り組みは教育委員会

がやっておりますけれども、こういう理系の技

術系の分野の若い人材を育てるような、そういっ

た発想をまたこれからも取り入れていただくと

いいんじゃないかと思っておりますので、どう

ぞ御検討をよろしくお願いします。以上です。

○松村委員 食品開発センターのほうでちょっ

とお伺いしたいんですけれども、ブルーベリー

茶を今飲ませていただいたんですが、ほのかな

フルーティーな香りで、何と表現していいか、

ちょっと渋みとかがあって口の中に残りますけ

ど、いろんなお茶というのは最近たくさん出て

いますよね、葉っぱも。この中で、ブルーベリ

ー葉の抽出物とか、あるいは機能性の、果実も

含めて、加工法の開発とか書いていますけど、

抽出というのは、これは何を抽出しているのか

というのと、どういう方法なんでしょうか。ジャ

ムに混ぜるとか書いていますけど。

○工藤食品開発センター所長 抽出というのは、

お茶っ葉に、熱いお湯で葉っぱから出したポリ

フェノール類という取り方でいいんですか。エ

キスというのは、お茶の葉っぱの中の水に溶け

やすい成分をお湯で溶かし出したものだと。

○松村委員 いわゆる乾燥茶葉があって、それ

にお湯を注ぐとお茶が出てきますよね。その中

に成分が入っていますよと、そのことが抽出と

いうふうにとらえていいわけですか。わかりま

した。私は、ブリーベリーの中から、そういう

プロアントシアニジンとか、抗酸化活性のある、
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抑制する、何かそういう成分とかを具体的に抽

出されているのかと思って、ちょっと今聞いた

わけなんですけど。

○工藤食品開発センター所長 機能性のある成

分としては、そこに書いてありますプロアント

シアニジンなんですけど、これ以外の成分も一

緒にお湯で抽出していく。抽出した後、それを

濃縮して粉末にしたものであるということです。

私、４月から７月までで755パック売れている

と言いましたけれども、3,700パックの間違いで

す。失礼しました。

○松村委員 わかりました。物すごく特殊なの

かと思ったら、普通、茶葉を出して、それを濃

縮して、基本的には水気を飛ばして粉末にして

いるということですか。わかりました。

それと、工業技術センターのほうで、ＳＰＧ

の中で非常に成果を出している今はんだのお話

がございましたけど、４ページですが、成果と

しては、宮崎県の中に工場ができたということ

は、雇用も呼んですごい成果も出しているんで

しょうけど、これがまた世界に出ていくという

ことで、これは出荷を開始したばかりですけれ

ども、この製品が世界に出ていく規模というん

ですか、売り上げ規模というのは、どれぐらい

のことを目指されているんですか。

○橋口工業技術センター所長 これは非常に小

さなマイクロボールでございまして、小さいか

らマイクロと言うんですけど、ここの写真にあ

りますような光景が、ごらんいただきますよう

に、これで100ミクロンですので、大体70ミクロ

ン程度の粒子になっているんですけれども、こ

ういったものを大体ことしじゅうに、会社がおっ

しゃっているものなんですけれども、8,000億個

出荷したいというふうな目標は持っておられる

ようでございます。ただ、5,000万個でどのくら

いかといったら、本当にちょっとこのくらいの

小瓶の中に入っているものが5,000万個でござい

まして、8,000億個という、ちょっとけたがこう

いうミクロの世界の数なんですけれども、目標

としては、先ほど申しましたように8,000億個と。

○松村委員 金額ベースで言うと、まだわから

ないでしょう。

○橋口工業技術センター所長 金額ベースでは、

ちょっとそれは企業では教えてくれません。そ

こはまだ私どものほうには入っておりません。

○松村委員 ＳＰＧの特許を取って、こういう

ことで技術移転して、いろんな活用をしていた

だくよということですけど、この特許料とかあ

るいは提携したときの技術料とかいう形は、こ

れは県のほうにどれぐらい反映するのかという

ことと、もう一つは、製造技術の開発にいろい

ろ取り組んでいる会社と共同でやっているとい

うことですけど、どれぐらいの会社でやって、

技術ということで特許を使うわけですから、そ

れぞれの会社も何らかのお金は払ってあるのか、

その契約内容をちょっと教えていただけますか。

○冨髙工業支援課長 私のほうから簡単に概略

だけお話ししますと、県の持っている特許を活

用して、それを企業が製品化された場合に、そ

の販売額に対して何％という決まりがございま

して、これはあらかじめ契約で決めるんですが、

物によって違いますが、0.8％から４％程度の間

でここに契約を結びまして、売上額のパーセン

トで県のほうに実施料という形で納入していた

だく、そういうシステムになっております。

○松村委員 多分大体そういう取り組みがある

んじゃないかと思ったんです。だから、先ほど

の千住技研株式会社がＳＰＧとの特許契約をし

た商品をどれぐらいを目標として売ろうとされ

ているのかというところ、例えば1,000億売った
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ら、0.8％は幾らかわかりませんけれども、例え

ば１億円売ったら知れてるでしょうけど、そう

いう技術に対した、県に対して入るのかなとい

うのが正直なお話だったんですけど、あと、今、

取り組んでいらっしゃる技術移転なり共同研究

されている会社というのは何社ぐらいあるんで

すか。ＳＰＧ応用技術のさまざまな展開という

ことで、現在、民間企業と共同して、いろんな

化粧品とかは取り組んでいるということですけ

ど、どれぐらいの会社と、どれぐらいの商品に

関してやっているのか。例えば100も商品を今度

開発すれば、100に対して、夢のような商品化で

大きな売り上げを上げれば、今後、宮崎県にも

大きな財源として返ってくるのかなという思い

もあってちょっと尋ねたところです。

○橋口工業技術センター所長 いろいろＳＰＧ

の応用技術関係で、今も現在進行形でさらにい

ろいろな研究を進めておりますけれども、商品

化されたものの中で、先ほどのこういう典型的

なものをはんだ粒子ということでございますけ

れども、あとは化粧品として製品化されている

ものもございます。そういった分野もございま

すけれども、あとは、まださまざまな形で、Ｓ

ＰＧを使ったバブル製造技術、こういったもの

を使って３件のそういう研究が進められており

ますし、開発したものとしてはそういうものが

ございます。

○冨髙工業支援課長 数に関して申し上げれば、

ＳＰＧ絡みの特許に関しましては、５社６件と

いうことで、今、実施許諾を行っているところ

です。

○松村委員 ありがとうございました。これか

らまた実績が出てくると、宮崎県にもたくさん

のリターンがあるんじゃないかと思って楽しみ

にしておりますので、よろしくお願いします。

○中野委員 関連ですけど、今、特許料は年間

どれぐらいですか。

○冨髙工業支援課長 平成22年で実施料とし

て63万円ぐらいになっております。

○中野委員 特許料というのは、私が言うとお

かしいんだけど、実際開発するところは工業技

術センター、その特許料のいろいろ取り扱いを

するところも工業技術センター、何かここがち

ぐはぐで、ちょっとその前に、このＳＰＧ、液

晶テレビのエマルションにも使っている、これ

は今、実用化されていないんですか。

○橋口工業技術センター所長 ＳＰＧを使って

おりますけれども、ただそれでは特許は取れな

いというふうなことで、特許は取れていない状

況でございます。

○中野委員 だから、そこ辺も共同開発なのか、

単なる指導なのか、逆に工業技術センターとし

てあんまり気にならないんですよね。やっぱり

そこ辺をしっかりしないと、例えば千住金属、

この場合の特許、契約の中身はどうなっている

んですか。100％千住で出しているわけですか。

○冨髙工業支援課長 千住技研さんとの契約の

中では、売り上げに対して2.25％を実施料とし

て県のほうに納入していただくという契約に

なっております。

○中野委員 ぜひ稼がないとこれからやってい

けないから、しっかりそこ辺の押さえは連携を

とりながらやってほしいと思います。

それと、いろいろ産業再生だから質問でいい

かなと思う。今、農業で６次産業、農商工連携

が何か農業の救世主みたいに言われているけど、

私は昔、付加価値をつけるということで、食品

開発センターなんか一生懸命やって、それでそ

ういうのができて、今、工業技術センターで産

業連携とか、いろんな同じことをやっています
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よね。今度は、農政は農政で、またそういう人

間を農業振興公社に人を張りつけたりして、同

じようなことを二頭立てでやろうとしているわ

けです。そこ辺しっかり、やっぱり効率化とか

言われているわけで、商工観光労働部からは言

いにくいけど、部長、そこ辺はどう考えていま

すか。

○米原商工観光労働部長 今おっしゃったのは

多分農商工連携のお話だと思うんですが、一応

私どもの部の中でいえば工業支援課が中心、そ

れから、農政水産部は地域農業推進課が中心で

やっておりまして、やはりそれぞれが、例えば

私どもの工業支援課だと商工業者の情報を中心

に持っている、向こうは農業者等のを持ってい

るというところで、それをいかにマッチングさ

せていくか、お互いにニーズのあるところをマッ

チングさせていって、最終的にはお互いがウイ

ン・ウインの関係でいけるようにということで

今取り組んでおります。それで、それぞれでやっ

て効率が悪いかというと、やはりさっき申し上

げたように、それぞれに得意な分野、そして情

報を持っておりますので、そこをいかに結びつ

けるかというところでは、２つの部で一生懸命

連携をして今やっているという状況にございま

す。

○中野委員 言葉じゃ連携、連携と言うけど、

何で宮崎が今までそういう付加価値がつかな

かったかというと、課長、そういう中小企業が

ないわけ、何社ぐらいしかリストアップできな

いでしょう。そこら辺をしっかりやっていかな

いと、今後、特に今、農業は、たばこもだめ、

お茶もだめ、いい話が何にもない、耕作放棄地

ばかり。特に食品開発センターは、今から農産

物、今６次産業とすると冷凍加工、これが一つ、

あとはいろいろほかのところでちょっと加工し

て、そのまま炊けば食えるような状態に冷凍す

る話で、もうちょっと農産物の加工、ここを中

心にぜひ頑張ってもらいたいと思うんですね。

じゃないと本当に農業は、これから何を植えて

いいか、「儲かる農業」とか言っているけど全然

もうからない。ぜひ頑張って、そこら辺、宮崎

県でとれる農産物に何か手を加えて、そのため

に企業をしっかり、宮崎の場合そういう企業が

少ないから、連携しながら、お願いします。

○冨髙工業支援課長 委員おっしゃるとおりで

ございまして、もっとほかに、付加価値が全国

平均35％に対して27％ぐらいしかない。その大

きな要因は、やはり核となる技術を持って最終

製品をつくっているような食品メーカーが少な

いということと、あとは産地と県外の大手メー

カーを結びつけるような１次加工業者が少ない

というようなことがございまして、この辺の育

成を図っていかなきゃいけないということで、

本年度から食品産業活性化事業というのに取り

組んでおりまして、食品開発センターを中心に、

１次加工技術の向上を図っていこう、いろんな

研究をしていこうという事業に取り組んでおり

ますので、そういった点を踏まえながら、今後、

頑張っていきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

○岩下委員 食品開発センター所長にちょっと

お聞きしますけれども、焼酎かすの飼料関

係、1,550トン利用されているということですけ

れども、焼酎かすに乳酸菌を入れて、いろいろ

飼料として使われていますけれども、牛の肉質

に対しての効果というのは何かあるんでしょう

か。

○工藤食品開発センター所長 １年以上、畜産

試験場のほうで、普通の飼料と焼酎かすをまぜ

たえさ等で対比試験をしてもらって、ほとんど
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変わらないという結果をもらっています。その

結果をもとに供給を始めたような次第です。

○岩下委員 うちの地元でも、寿海酒造という

ところで焼酎を大々的につくっているんですけ

れども、お産を終えた和牛を購入して、それで

もって焼酎かすをえさとしてやっている、随分

評判がいいということで聞いているんですけれ

ども、やはり肉質に影響があるのかなというふ

うに感じたものですから質問いたしました。

○工藤食品開発センター所長 まず、先ほどの

にちょっとつけ加えますと、焼酎かすを加えた

場合、肉質にビタミンＥがふえてサシが入りや

すいという傾向もあるそうです。寿海酒造さん

がやられているのは、生の焼酎かすをそのまま

やっておられると思うんですけど、國府さんが

やられている分ですよね。あれも非常に新鮮な

うちにどんどんやっているというふうに聞いて

いますので、決して悪いことはないと思います。

○岩下委員 じゃ乳酸菌を入れなくても、生で

やれば、それだけの効果があるということでよ

ろしいんでしょうか。

○工藤食品開発センター所長 はい。

○横田委員 食品開発センターにお尋ねします。

ブルーベリーのお茶ですけど、これは株式会社

なな葉コーポレーションが製造販売を開始され

たということですが、これはほかの会社でもそ

れをやりたいということであればできるんで

しょうか。

○工藤食品開発センター所長 現在、20農園が

栽培のほうに参加されており、協議会ができて

いるんですけれども、平成22年度は４農園だけ

だったんですが、ことしは20農園に栽培がふえ

ているわけでございます。だから、協議会のほ

うに参加していただければ、問題ないと思いま

す。

○横田委員 なな葉コーポレーション以外に、

お茶としての製造販売をしたいというところは

何社かあるんでしょうか。

○工藤食品開発センター所長 今のところ、最

終の出口はなな葉コーポレーションだけです。

○横田委員 ジャムのほうは、どこかそういう

やりたいという問い合わせとか来ているんで

しょうか。

○工藤食品開発センター所長 栽培のほうです

か。

○横田委員 販売のほうです。

○工藤食品開発センター所長 なな葉コーポレ

ーション以外に２社申し込みが来ているそうで

す。販売のほうです。

○横田委員 ジャムは今のところないんですね。

先ほど、食品だから機能性の効用書きはできな

いということを言われましたけど、例えばお茶

で、そのお茶を飲んだら脂肪を燃やしますよと

言って売っているお茶があるじゃないですか。

ああいうのは大丈夫なんですか。あれは効能書

きじゃないんですか。

○工藤食品開発センター所長 個人的な考えで

すけど、ぎりぎりセーフかなと。

○横田委員 今回、坂口議員が一般質問で、機

能性成分を宮崎として売るべきだということを

本当に掘り下げて質問されたですよね。私たち

も、まあ詳しいものだと思って聞いていたんで

すけど、きょうここにもプロアントシアニジン

とかＧＡＢＡとか出ていますが、正直言って、

どういう効能があるのかよくわからないですよ

ね。本当に宮崎県がこの機能性成分で売り出し

ていこうという気持ちがあるんだったら、もっ

と成分に対しての理解を深める努力も必要と思

いますし、また、今、脂肪を燃やしますよとい

うお茶と同じように、キャッチコピーでも何で
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もいいけど、本当にみんな企業がうちもぜひ販

売をやらしてくれと言ってくるようなところま

でセンターでやっていく必要があるんじゃない

かと思うんですよね。ただ開発すればそれでお

しまい、あとは企業任せ、だったら、さっき福

田委員が言われたように、いつの間にかなくなっ

たよということになりかねないと思うんですけ

ど、いかがでしょう。

○工藤食品開発センター所長 おっしゃるとお

りだと思います。それで、今、なな葉コーポレ

ーション以外に、ジャムとかようかんなどにも

これを使いたいということで、そういう業者も

あらわれております。

○太田委員長 時間も参りましたので、これで

打ち切らせていただきます。

本当に食品開発センター、それから工業技術

センターの存在というものが、この特別委員会

は産業再生でありますので、地元のいろんな企

業に波及して効果が出る、そういう存在価値の

あるセンターになっていただきたいと思ってお

ります。本日はどうもありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前11時５分休憩

午前11時10分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

きょうは企業局においでいただきました。

初めてでありますので、一言ごあいさつ申し

上げます。

私は、この特別委員会の委員長に選任されま

した延岡市選出の太田清海でございます。

委員の紹介は、11名でありますが、省略させ

ていただきます。

この特別委員会でエネルギー対策ということ

で研究をしていきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

執行部の皆さんの紹介につきましては、出席

者名簿をいただいておりますので、省略してい

ただいて結構でございます。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○濵砂企業局長 企業局長の濵砂でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。座って説明

させていただきます。

本日御報告させていただきます項目について

御説明をさせていただきます。お手元の特別委

員会資料の表紙をめくっていただきまして、裏

に目次がございますが、そちらをごらんくださ

い。

本日は、企業局が経営しております事業のう

ち電気事業に関しまして、１つ目は企業局の取

組、２つ目に水力発電の現状と課題の２つの項

目につきまして御説明をさせていただきます。

まず、１つ目の企業局の取組では、電気事業

の沿革や事業規模、あるいは最近の新エネルギ

ーへの取り組み事例などを説明させていただき

ます。

次に、２つ目の水力発電の現状と課題につき

ましては、水力発電の特徴や今後の開発に係る

課題等について説明をさせていただきます。

私からは以上でございますが、詳細につきま

しては、担当課長から御説明申し上げます。よ

ろしくお願いいたします。

○本田工務課長 それでは、特別委員会資料の

２ページをお開きください。

初めに、企業局の取組ということで、企業局

が行っております電気事業の概要について御説

明いたします。

まず、１、沿革でありますが、本県において

は、昭和13年に県営電気事業が発足して以来、

全国有数の豊富な水資源の活用を県政の重要課
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題と位置づけまして、これまでに６つの河川総

合開発事業が完成しております。河川総合開発

事業は、河川管理者である県土整備部が所管す

る事業ではありますが、企業局が委託を受けて

多目的ダムを建設し、発電を行うとともに、流

域市町村の水害防止やかんがい用水等を確保す

るなど、事業を通じ県政や地域の発展に貢献し

ているところであります。

２の事業の規模でありますが、現在、発電所

は12カ所ありまして、その最大出力の合計は15

万8,000キロワットで、全国26の公営電気事業者

の中で、神奈川県、群馬県に次いで３番目の規

模となっております。なお、すべての発電所は、

企業局庁舎８階の総合制御課から集中監視制御

を行っているところであります。

次は、発電所の概要であります。表の右下を

ごらんください。平成22年の供給電力量の合計

を書いております。４億8,160万6,000キロワッ

トアワーでありまして、これは宮崎県内の一般

家庭が年間に消費する電力量の約30％に相当す

る量となっております。

３ページをごらんください。

３の企業局新エネルギー導入事業であります。

企業局におきましては、本県の地域特性を生

かした環境に優しい新エネルギーの普及・促進

を図るため、平成21年度から、太陽光発電やダ

ムの維持流量を活用したマイクロ水力発電の導

入に取り組んでおります。

まず、（１）太陽光発電設備についてでありま

す。

①工業用水道施設配水池の設備でありますが、

日向市細島にあります工業用水道施設配水池

に30キロワットの設備を設置したもので、平成22

年２月に運転を開始しております。年間目標電

力量は３万6,000キロワットアワーで、平成22年

度は、それを上回る３万8,690キロワットアワー

の電力を供給することができました。上段の写

真の中央に写っているのが太陽光発電のパネル

になっております。

次の②一ツ瀬川県民スポーツレクリエーショ

ン施設の設備は、新富町にあります一ツ瀬川県

民ゴルフ場の駐車場に90キロワットの太陽光発

電設備を設置したもので、本年２月から運転を

開始しております。年間目標電力量は10万8,000

キロワットアワーで、ことしの３月から８月ま

での半年の供給電力量は６万6,692キロワットア

ワーとなっております。中段の写真は駐車場の

写真ですが、右端に車庫型の架台を設けまして、

その上部に太陽光パネルを設置しております。

次に、（２）マイクロ水力発電設備についてで

あります。

①祝子ダム維持流量発電設備は、延岡市にあ

ります祝子ダム直下から放流している維持流量

を利用しまして、33キロワットの発電を行うも

のであります。昨年12月から工事に着手し、来

年１月に完成する予定となっております。維持

流量と申しますのは、ダム流量の景観の保全と

河川環境の維持のために、常時放流することが

義務づけられている流量のことでありまして、

これを利用した発電設備を設置いたします。下

段の写真をごらんください。祝子ダムから弓な

りに表示しております赤白の点線は、約６キロ

下流にあります祝子ダムに水を送る隧道をあら

わしております。隧道の途中から右に分かれた

先の黄色の丸印の地点に維持流量を放流してお

りまして、ここに発電所を建設しているところ

であります。

②綾北ダム維持流量発電の可能性調査につき

ましては、今年度に1,000万円の予算を計上し、

祝子ダムに次ぐ地点として、小林市にあります
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綾北ダムにおいて、維持流量を利用したマイク

ロ発電設備の事業化の可能性について調査を行

うものであります。

今後は、これらの取り組みに加えて、治水ダ

ムや砂防ダムを利用した発電につきましても、

関係機関と連携しながら調査・検討を進めてま

いりたいと考えております。

４ページをお開きください。

４の市町村等に対する技術的支援であります。

企業局では、長年の電気事業で培った経験や

ノウハウを活用しまして、市町村や土地改良区

等が実施する小水力発電などの開発導入に対す

る技術的支援に取り組んでおります。

①日之影発電所は、日之影土地改良区が運営

しているもので、かんがい用水を利用した最大

出力2,300キロワットの水力発電所であります。

昭和57年に運転を開始しておりますが、この発

電所の計画、設計、工事等の全般について支援

を行っております。

②ＥＴＯランド風力発電所は、延岡市が運営

しているもので、速日の峰頂上の安定した風況

を利用した最大出力750キロワットの風力発電で

あります。平成11年に発電を開始しております

が、風況調査やシステム設計について支援を行っ

ております。

いずれの発電所も順調に運転していると聞い

ております。

③水力開発計画への支援は、えびの市及び日

南市がハイドロバレー計画開発促進調査に応募

するに当たりまして、概略検討や応募資料作成

等の技術支援を行ったものです。ハイドロバレ

ー計画開発促進調査といいますのは、地方公共

団体が進めようとする水力開発計画について、

国が経費を負担して、その実現可能性を調査・

検討するものであります。また、これら以外に

も、県北や県南地区の数カ所におきまして、市

町村や土地改良区と連携しながら、現地調査や

流量測定等を行っております。企業局では、市

町村等からの相談を随時受け付けておりまして、

今後も支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

以上が企業局が取り組んでおります電気事業

の概要でございます。

続きまして、５ページをごらんください。

大きなⅡの水力発電の現状と課題であります。

まず、１の水力発電の特徴といたしまして、

４点ほど挙げております。

１点目は、水力発電は耐用年数が長いことか

ら、長期にわたって安定的に発電を行うことが

できます。法定耐用年数で言いますと、水力は40

年となっております。

２点目は、発電におきまして、石油や石炭な

どの燃料を必要としない、純国産の再生可能エ

ネルギーであるということであります。

３点目は、火力発電などと比較して、短時間

での発電開始が可能でありまして、需要の変化

に素早く対応できます。

４点目としましては、発電過程におきまして

二酸化炭素を排出しませんので、地球温暖化対

策に大きく貢献するということであります。

グラフをごらんください。これは電源別の二

酸化炭素排出量をあらわしたもので、上から５

つの風力、太陽光、地熱、水力、原子力につき

ましては、建設する際の資材や工事等によりま

して、二酸化炭素をわずかに排出しますので、

その数値が記載されております。上から６番目、

７番目のＬＮＧ火力は、液化天然ガスを燃料と

するわけですが、複合と汽力に分かれておりま

す。汽力といいますのは、ボイラーで発生した

蒸気でタービンを回す方式ですが、複合といい
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ますのは、今申し上げました汽力と、ジェット

機と同様の原理で燃焼しましたガスの勢いでタ

ービンを回す方式を組み合わせたものでありま

す。ごらんのとおり、発電方式の中では、二酸

化炭素の排出量が最も少ないのは水力というこ

とであります。

６ページをお開きください。

２の九州各県の水力発電の状況であります。

グラフは、上段が九州にある公営電気事業者

の所有する水力発電設備の出力、下段が九州電

力が所有する水力発電設備の出力であります。

揚水発電は集計から除いております。揚水発電

は、他の一般水力と違いまして、新たなエネル

ギーを生み出すものではないことから除いてお

ります。

それぞれ県別に内訳を記載しておりますが、

宮崎県については、公営電気事業者の中では53

％、九州電力では59％を占めておりまして、い

ずれも半数以上が本県に所在するという状況で、

九州では最も水力発電に適した地域であると言

えます。

参考としまして、揚水発電所の発電所名と出

力を下に記載しております。

次に、３の水力発電に係る開発促進制度であ

ります。

表をごらんください。表の左の上から、建設

費補助制度、ＲＰＳ制度、再生可能エネルギー

の固定価格買取制度の３つの制度について順番

に説明いたします。

まず、建設費補助制度であります。昭和55年

度から発電所建設に係る補助金が国から交付さ

れておりましたが、平成22年度末でこの制度は

終了しております。1,000キロワット以下の発電

所につきましては、制度開始当初の補助率は20

％でありましたが、近年では50％まで引き上げ

られておりました。なお、補助率のうち、括弧

書きとしておりますのは、条件によって10％アッ

プされるとなっていたものであります。

次に、ＲＰＳ制度でありますが、これは新エ

ネルギー等のさらなる普及を図るため、電気事

業者に対して、販売電力量の一定の割合で新エ

ネルギーの利用を義務づけるものでありまして、

水力につきましては、1,000キロワット以下のも

のが対象でありました。平成15年から施行され、

平成24年の６月で終了する予定であります。

次に、再生可能エネルギーの固定価格買取制

度でありますが、これはさきの国会において成

立しました特別措置法に基づいた制度でありま

す。再生可能エネルギー源とされる太陽光、風

力、水力、地熱、バイオマスを用いて発電され

た電気を、一定期間、一定の価格で電気事業者

が買い取ることを義務づけるもので、買い取り

に要した費用は電気料金に上乗せされます。平

成24年の７月から実施される予定でありまして、

期間や価格については、今後決定されることに

なっております。

最後に、４の小水力発電の課題であります。

３点ほど挙げております。

１点目は、立地条件のよい地点から開発され

ることから、未開発の地点は奥地化、小規模化

しており、経済的に開発できる地点は少なくなっ

ているということであります。

２点目は、今年度から建設費の補助制度が廃

止されたことであります。先ほど御説明しまし

たように、固定価格買取制度が実施される予定

でありますが、期間や価格については今後検討

されることとなっており、水力発電開発が促進

されるような期間や価格の決定がなされるかど

うかということが非常に重要なことになってま

いります。
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３点目は、小規模なものであっても、河川法

では水利権の取得、電気事業法では主任技術者

の選任といった煩雑な手続が必要であるという

ことであります。

説明は以上であります。

○太田委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑などございましたらお願いいた

します。

○横田委員 今ごろになってこういうことを聞

くとどうかなと思いますけど、マイクロ水力発

電、祝子ダムの６キロ下流まで行っている維持

水量の水路の途中を分岐して発電をするという

ことですよね。今ふっと見て考えたんですけど、

途中分岐してつくるよりか、この維持水量の水

路の一番出口、６キロ下につくったほうが効果

がいいんじゃないかなと思って今見たものです

から、そこらあたり説明をちょっとお願いしま

す。

○本田工務課長 この河川維持流量といいます

のは、水利権の更新のときに、これはダムで水

をとめて発電所まで隧道を引くものですから、

この区間が水が減少するということで、環境保

全のために、なるべくダムに近いところから水

を流しなさいというのが水利権で指定されまし

て、ダムの直下から放流されているものであり

ます。先ほどの斜めから水を出しているのは、

以前から、水利権の更新のときから水を流して、

その隧道はもうつくっておりまして、そこでずっ

と流しておったものですから、その未利用エネ

ルギーを、そこに発電所だけをつける、もとも

と隧道は、そこで流しなさいと決まっておりま

したので、今回、発電所をそこにつくるという

ことでございます。

○横田委員 済みません。私、勘違いしていま

した。また新たに水路をつくるのかなと思って

いました。わかりました。

それともう一つ、５ページの棒グラフですけ

ど、ＬＮＧ火力（複合）というのは、いわゆる

コンバインドサイクルの発電ですよね。これは

九州では大分県にあるというふうに聞いている

んですけど、すごく発電効率がよくて、これに

もありますけど、ＣＯ２の削減もかなり低いとい

うことで、今、全国にどれぐらいこの発電所と

いうのはあるものなんですか。

○持原副局長 私の記憶では26と、最新型のや

つが今稼働しております。

○横田委員 ＣＯ２の問題を考えると、原子力よ

りかずっと多いんですけど、今の原子力の状況

を考えたときに、非常に代替エネルギーになる

可能性も大きいんじゃないかなと思うんですけ

ど、例えば宮崎県で企業局がこの発電所をつく

ろうとか、そういうことには絶対ならないもの

なんでしょうか。

○相葉技監 今現在、マスコミの報道では、東

京都が何か独自にそういった発電所―100万キ

ロワットでございますか―をつくるというよ

うな計画をしておられるみたいですけれども、

ここ自体は、東京都自体だけで自家消費がやは

り100万キロワットあるということで、都で使う

電気に合わせてつくるというような考え方で今、

原子力の問題とあわせて考えておられるみたい

でございます。ただ、私ども宮崎県の企業局に

関しましては、同じような考え方でいきまして

も、県の消費量が非常に少ないというのもござ

いますし、一つには、技術的に見ましても、私

ども電気の技術力は持っておりますけれども、

なかなか先ほど申されましたガスタービンとか

コンバインド、いわゆる火力関係の技術も新た

に必要といたしますので、そういった意味では、

こんな発電所をつくるのはちょっと難しいのか
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なという気はしております。

○中野委員 ちょっと教えてください。３ペー

ジの一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション、

私、今この自然エネルギーというのは、全然否

定するわけじゃないんだけど、システムがどう

も矛盾を感じるんですよね。例えば、一ツ瀬川

スポーツレクリエーションに太陽光発電をつけ

ていますよね。これをつけることによって、例

えば、昼はここは電気を使うからいいけれども、

その電気料の差とか投資額、補助金をもらった、

違うやつでした場合、逆にここの決算としては

プラスになる話ですかね。

○本田工務課長 今の制度は補助対象の50％が

補助金ということになっておりまして、あとは

自己資金ということになるんですが、その自己

資金を回収する年月といいますか、それは、試

算では、初期投資の自己資金を回収するには売

電いたしますので、それで充てますと、22年で

回収できるというふうに計算しております。

○中野委員 ここでは、とりあえず一ツ瀬川の

あのクラブハウス、電気料は今の太陽光発電で

何％ぐらい、売電しているということは余って

いるということだから、ここの今まで九電に払っ

た電気料は要らんということでいいわけですか。

○相葉技監 今の試算の中で、資料に書いてお

りますが、大体10万8,000キロワットアワーを発

電する予定でございますけれども、半分ぐらい

を自家消費、半分ぐらいを売電できるというふ

うに見込んでおりまして、そういった形で今、

自己資金の回収が22年程度ではできるのではな

いかというふうに考えております。

○中野委員 一般的にこういう太陽光発電の償

却、耐用年数というのは、今どれぐらい見てい

るんですか。

○本田工務課長 一般的には太陽光発電は20年

はもつと言われておりますので、メンテナンス

をしっかりしていけば、まだ使えると思ってお

ります。

○福田委員 夕べ、ＢＳでたまたま再生エネル

ギーの特集番組がありました。たしか見られた

方もいらっしゃると思いますが、その中で太陽

光とか風力とか水力、これについては、いわゆ

る自然を利用したものですが、それらに取り組

みがされております。きのう特番として出たの

は、藻から重油をつくるやつがありました。こ

れは別にしまして、いわゆる我が国が非常に豊

富な資源を持っている木材チップと、今、東北

の大震災の廃材チップの問題、この２つの問題

が対比されながら解説されておりましたが、大

学の先生やら国会議員やら専門家が出ていまし

た。その中で私は、太陽光とか風力とか水力と

いうのは、特に水力については、今、説明いた

だいたとおり、我が宮崎県は大変な財産を持っ

ている、しかし、これ以上、大きく水源を獲得

することは難しいと、そういうふうに見ておる

わけであります。あと太陽光、風力があります

が、現実的には、事業化ベースにはまだほど遠

いだろうということなんです。そこで、今回の

東北の大震災とあわせて、木質のチップ、ペレッ

トにするとコスト高になりますから、チップの

利用が非常に大きく脚光を浴びておりまして、

全世界のいわゆる木資源の在庫といいますか、

賦存量を比較されておりましたが、日本の数字

を見ますと、先進のヨーロッパに比べてもかな

り多いですね。そこで、私は、宮崎県が将来、

水力でも少し稼いでいただいておりますが、大

きな財政に貢献できるような企業、まさに企業

局でありますが、ビジネスを起こすためには、

木質系の発電所をつくる、研究するのも一つの

手だなということで、きのうしみじみ考えてい
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ました。さっき出ました東京都の石原知事のお

話もそうでありますが、やっぱり需要地、例え

ばここは40万都市でありますから、この辺をタ

ーゲットにするとか、あるいは直接今の電気法

ではできませんから、九電に売るにしても、私

はかなりの将来の財源確保につながる可能性が

あるのではないかなと考えておりますが、よく

企業局の皆さんにはこういうちょっとあほみた

いな質問をして恐縮でありますが、今回の電気

の問題で、そこまで私は将来のビジネス展開を

考える時期に来ておるんではないかと考えてお

りますが、企業局長、いかにお考えでございま

すか。

○濵砂企業局長 震災の廃材の例が出ましたけ

れども、あれは廃材をより早期に片づけるとい

う趣旨も込めて補助制度を経産省がつくってや

るということ、今そういう動きになっているよ

うであります。バイオマスもいろいろ考えてみ

ますと、一番可能性があるのは林地の残材、あ

れが一番大きいかと思うんですが、搬出するコ

ストとか、あるいは安定した発電をするために

は、まとまった量が常時年間としてやれるか、

コストはどうかというようなことを考えますと、

なかなか採算的にどうかなという気がしておる

ところでございます。また一方で、県内にもペ

レットをつくる工場も北郷とか小林とかにでき

ておりまして、小林につくったやつは、たしか

ペレットをつくって、長崎の九電の発電所に送っ

て、混焼というんですかね、石炭と一緒に燃や

して発電するというようなことで、木質ペレッ

トのほうも需要がふえて、価格が上がってきて

おるとかいう話も聞きますので、そこの情勢も

いろいろ見ながら、もし可能性があれば取り組

んでいきたい、検討してみたいというふうに今

のところは考えておるところでございます。

○福田委員 同じようなことを論評されており

ましたよ。しかし、今、日本の置かれている電

力状況からして、やはり日本が他国に比較して

最後に持てるエネルギー源として木質を挙げて

おられました。ペレット協会の会長もお出になっ

ておりましたが、ペレットでは全くコストが合

わないんですね。これは木材を少なくとも買っ

て、製紙原料で使ったチップぐらいで使わない

とだめだということで、宮崎県はその最たる木

材県でありますから、私は将来を見込んで検討

の時期ではないかと、そういうふうに考えてお

りまして、眠い目をこすりながら見ておりまし

た。何か宮崎県で財政に寄与できるような事業

はないものかなと、しかも、ほかの県内の企業

とバッティングしない事業で、そういうふうに

考えて、今、局長のおっしゃったことは、現況

ではそうでありますね。しかし、大きく変わっ

てくると思います。そういうことをちょっとお

尋ねしたのであります。

○濵砂企業局長 私たち電気の事業者からして

も、さっきの林地の残材がもし有償で安定的に

引き取りができるということになれば、中山間

地対策にもなりますから、そういう意味でも意

義は非常に大きいというふうに考えています。

しかしながら、今情勢が動いておりますので、

先生、今おっしゃったような意味も含めまして、

いろいろ情報を収集しながら、いろいろ考えて

いきたいと思っております。

○有岡委員 ３点ほどお尋ねしたいと思います。

まず、４ページの市町村等に対する技術的支援

ということで、開発導入に携わっていらっしゃ

るということで、日之影とＥＴＯランド―旧

北方町、この実態はいかがなものでしょうか。

例えば、風力発電等は稼働していないという地

域もあるようですが、現在のこの２カ所につき
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ましての現状の内容を教えていただきたいと思

います。

○本田工務課長 まず、日之影でございますけ

れども、年間の目標電力量といいますか、それ

が1,400万キロワットアワー程度でございます

が、ちょっと雨が少なかったんですが、22年の

実績でいきますと、1,200万台の出力、アワーが

出ておりまして、ここは年次の繰越金もたくさ

ん持っておりまして、順調にやっているという

ところでございます。あとＥＴＯランドでいき

ますけど、ＥＴＯランドは年間の目標が120万キ

ロワットアワーぐらいなんですが、ここで発電

しておりますのが、これは21年度ですけれども、

大体目標と同じ120万ぐらい発電しておりまし

て、ここは順調に運転もしておりまして、また

年次繰越金も持っているというところでござい

ます。

○有岡委員 大変安心しました。また今後、市

町村との連携の中でこういった事業が出てくる

だろうと思いますので、また御指導いただけた

らと思っております。

あと２点ほど、３ページの発電単価のことで

ちょっとお尋ねしたいと思いますが、６月にい

ただいた資源エネルギー庁の資料では、水力

が11.9円とか原子力が5.3円、これも今後、見直

されてくる金額だろうと思うんですが、こちら

の企業局のほうで持っていらっしゃる施設、今

後つくられるマイクロ水力発電、こういったも

のの単価というのは計算していらっしゃるのか、

原価計算等ができていましたら教えていただき

たいと思います。

○本田工務課長 現在建設中の祝子ダムの維持

流量発電設備では、今まだ料金交渉中なので、

料金は確定しておりませんが、今は買う電気と

売る電気、大体一緒で、10.5円ぐらいで試算を

しておりまして、ここは初期投資が17年ぐらい

で回収できると考えております。

○有岡委員 ぜひ関連することなんですが、今、

九電さんあたりが火力発電を稼働しながら電気

料を若干上げていこうという話も新聞等で聞く

わけですけれども、今、企業局が持っていらっ

しゃる施設を時間単位で稼働していまして、本

来なら24時間稼働できるのであればそのほうが

いいのかなと、ＣＯ２の排出量から考えても、水

力発電をフルに活用していただくほうがいいん

じゃないかと思うんですが、そういった考え方

等も、九電さんと経営との絡みがありますけれ

ども、そういった話し合いをされて、水力が動

かせるときには極力動かして環境に配慮する、

そういった協議というのは場面はないものだろ

うかと思いまして、お尋ねいたします。

○本田工務課長 毎日運転は、九州電力と常時、

あしたの運転はいつするかとか、緊急に回して

ほしいとか、そういうことは常に総合制御所、

お互い24時間人がおりますので、対応しており

ます。それと、料金に関しましては、２年に１

回、料金交渉をしておりますが、今１キロワッ

トアワー８円30銭で売っておるところでござい

ます。

○相葉技監 今の御質問、フル稼働でずっと発

電できないかというお話なんですが、結局は私

どもダム式の発電所で持っておりますので、短

時間にフル稼働というのは、九州電力から依頼

がありまして、そういう要求にはおこたえでき

るんですけれども、長期的に例えば１年間ずっ

とフル稼働するとかフル発電するといいますと、

どうしてもダムに蓄えている水の量を使って発

電しておりますので、結果的に入り込んでくる

ダムの水の量で私ども発電する量が決まってし

まいますので、最終的に１年間ならしてしまい
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ますと、やはり３割とか４割とかいうような設

備利用率のいわゆる発電電力量というような形

になってくるという事情がございます。

○有岡委員 承知しました。企業局長が赤字に

なるようなことはしないという話を聞いており

ますし、そういった経営の中で、九州電力さん

との話し合いの中で稼働しているということで

理解いたしました。ありがとうございます。

○中野委員 宮崎の水力発電所、渇水とかいろ

いろあるときは発電できないけど、100％発電で

きる分については、一応九電は、買電、買って

くれているということでいいんですか。

○本田工務課長 企業局で発電する全量を買い

取りする契約をしております。

○中野委員 全量といったら、向こうで、もう

いいからちょっととめてくれと、そういうこと

ではなくて、発電できる分については全量とい

うことでいいわけですか。

○本田工務課長 はい。

○重松委員 基本的なことを承知の上、６ペー

ジに水力発電の揚水発電を除くというところの

説明で、たしか新たなエネルギーを発生しない

というようなコメントをされたと思うんですけ

ど、ちょっと意味合いを教えていただきたいと

思います。

○本田工務課長 揚水発電所といいますのは、

普通の発電所と同じように、水の力で水車を回

して電気をつくるというのは同じでございます

けれども、異なるのは、発電に使います水を下

のダムから上のダムに一回引き上げて、それを

落とすときに発電するというところが違いまし

て、ここはくみ上げる力のほうが大きいもので

すから、100の力でくみ上げた場合、そのときも

夜間電力を使って上げるんですが、実際、昼使

うときは70ぐらいの電気にしかなりませんので、

これは言いますと、電気をためることができま

せんので、電気で昼間に使う水をためていると

いうような感じが揚水発電所でございます。

○ 原副委員長 私も時間が余っておりますの

で少し質問の時間を、４ページの水力開発計画

への支援、ハイドロバレー計画、２つの市が出

ていますが、この状況見通し、それから、大体

どの程度の規模のものを考えておられるのかと

いうことと、ほかの市町村の動きを教えてくだ

さい。

○本田工務課長 このハイドロバレー計画開発

促進調査というのは既に終わっておりまして、

平成14年から21年で終了しております。これは

小水力発電を建設しまして、自分たちで自家消

費するキャンプ場とかハウスとか、そういうと

ころに計画されたものでありまして、これは既

に終了ということでございます。あと、他の市

町村ですけれども、今、高千穂町で企業局が

ちょっと測水しているところがあります。それ

とか、過去には、五ヶ瀬町とか田野町、都城と

かもやっておりまして、最近また諸塚村からも

ちょっと調べてくれというようなオファーも来

ているところでございます。

○ 原副委員長 容量はどれぐらいのやつです

か。

○本田工務課長 出力としましては小さいもの

ですから、これはみんなかんがい用水に使った

り、ちょっと小さいものですから、数キロから

数十キロぐらいのところが多いところでござい

ます。

○ 原副委員長 技術支援を行ったということ

ですが、設計は企業局のほうで、この水力計算

からして、こういうキロワットでという、すべ

ての計算もされたということですか。

○本田工務課長 流量測定が基本になりますの
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で、まず、そこあたりの流量測定をしまして、

大体設計も、概略設計、詳細設計といきますけ

れども、我々が提供しているのは、一番基本の

概略的にはこれぐらいができますよ、これぐら

いのお金ではできますよというぐらいの提案を

差し上げております。

○ 原副委員長 最終的に計画が確定して、具

体的に発電機は何キロワットで、どうして何ワッ

トの電気をという具体的な設計は、じゃどこか

の企業が実際は最終的にやっていたということ

ですか。そう理解していいのか。

○本田工務課長 まだこういうところは、最終

的には、採算がそんなに明らかに合うところで

はありませんので、詳細設計まではいっており

ません。

○ 原副委員長 というのは、こういう御時世

の中で、土地改良区があるんですが、いろんな

水路があるわけですね。いわゆる水路の有効利

用ということを考えたときに、まだ使えるとこ

ろはいっぱいあると思うんですよ。いろんなと

ころに街灯だとかあると思うので、せっかくこ

のノウハウを持っておられる、特に水力発電を

示された企業局ですから、そのあたりまで技術

をしっかりして、これをいろんな県内の水路利

用に、詳細設計まで企業局が幾ら応急でできま

すよぐらいのところまでできると、もっともっ

といろんな水路を利用できて、もったいないな

と思っているんですよ。このノウハウと技術を

もっと県内の新エネルギーに生かすべきだと。

企業局は今だけじゃなくて、さらにそういうと

ころまでやっていただける能力は十分あると客

観的に見ておりますので、そういう質問をした

のでありまして、詳細設計までできるところま

で、機器はどこかのメーカーから買わないと仕

方ないわけですけど、お願いしたいなと思った

んですが、そのあたりの御感想はどうですか。

○濵砂企業局長 まさにおっしゃるとおりで、

水力発電の多様な活用を考えていますけれども、

大規模な開発というのはできないということで、

そこら辺に幾らでもあるような中小の農業水路

とか治水ダムとか、いわゆる大規模集中型から

小規模分散型へ、いわばエネルギーの地産地消

というような流れに今後なっていくと思います。

したがいまして、マイクロ水力発電もそうなん

ですが、今まで使われていなかった、ただ流しっ

放しの維持流量、それをエネルギーに変えると

いうことで取り組みを始めたものでありまして、

市町村等を通じまして、農業用水とかいろんな

ことがあれば相談に応じますよという呼びかけ

は積極的にやっておるところでございます。今、

これから先は、そういう方向でいろいろ頑張っ

ていきたいというふうに考えております。

○ 原副委員長 これは私の希望ですけど、で

きたら企業局はその窓口になって、企業局にど

うぞ相談してくださいと、それぐらいの積極的

なこともあっていいんじゃないかなと。

○濵砂企業局長 どうぞ相談してくださいとい

うことで呼びかけますので。

○ 原副委員長 それと、２～３年前でしたか、

東京電力の方たちがお見えになったことがある

んですよ。私も一緒に回りましたけど、それは

小水路を利用して水力発電をやろうと、そうい

う適地はないかということで、東京電力ですよ。

だから、将来的に、ここは九州電力だけれども、

そういう自由化ということで、それから今のこ

の新エネルギー、ＣＯ２対策等を含めたときに、

そういう水力発電を各所につくろうと何か政策

的に東電さんが始めて、来られたのかなと思っ

ていましたけど、そういうこともありましたが、

そういう動きを何かほかにキャッチされていま
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すか。

○相葉技監 今の委員がおっしゃいますのは、

東京発電という東京電力の子会社のことではな

いかと思いますけど、確かにそういう動きはご

ざいます。私どもは一緒にそういう技術的な話

をしたこともございますけれども、基本的には、

やはり土地改良区とか地元の団体が事業をやら

れるのが一番ベストではないかなというふうに

私どもも考えておりますので、そういったとこ

ろで、先ほど局長が申しましたように、積極的

に相談していただければ、いつでも技術的な面

とか、そういうところは御協力できる体制には

ございますので、声をかけていただければとい

うふうに考えております。

○太田委員長 ほかにございませんか。

ないようですので、これで終わりたいと思い

ます。

執行部の皆さん、大変御苦労さまでございま

した。

暫時休憩いたします。

午前11時57分休憩

午前11時58分再開

○太田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

協議事項（１）の県外調査でありますが、ま

ず、資料１をごらんください。

県外調査は、11月８日火曜日から10日木曜日

にかけて実施する予定です。

前回の委員会におきまして、正副委員長御一

任をいただきました調査先ですが、ごらんのよ

うな調査先を訪問したいと思っております。

選定理由などを含め、内容について、書記か

ら説明をいたします。

○高村書記 資料１、産業再生・エネルギー対

策特別委員会県外調査候補先（案）でございま

す。

まず、１の北海道江別市にございます江別麦

の会です。ここでは農商工連携の取り組みを調

査したいと考えております。江別麦の会なんで

すが、平成20年４月、農林水産省と経済産業省

が発表いたしました「農商工連携88選」に選ば

れております。農商工連携のモデルケースとし

て全国に紹介された団体でございます。小麦生

産農家が栽培の難しい「ハルユタカ」の初冬ま

き手法を導入し、製粉業者が小ロット対応の製

粉システムを構築、製めん業者が手づくり工房

を構築して、高品質なめんを開発しているとい

うところでございます。地域ブランド「江別小

麦めん」として、年間275万食―平成20年度な

んですが―を販売している団体でございます。

次に、２の北海道札幌市にございます株式会

社ＮＥＲＣでございます。ここではエネルギー

対策について調査をしたいと考えております。

株式会社ＮＥＲＣなんですが、ここは北海道大

学のベンチャー企業として設立された企業でご

ざいまして、自然エネルギーの開発・生産・活

用を軸として、地域振興、地域産業の育成振興

を図るとともに、それを担う人材育成を目指し

て、各種コンサルティングを展開されている企

業でございます。地域活性化の取り組みとして、

地域に必要なエネルギーを地域のエネルギー資

源によって賄うことで、富が地域間に流出せず、

地域内に残り、地域の中で富が循環することで

経済効果も相乗的に増大するという「エネルギ

ーの地産地消による地域内経済効果」を分析し

ており、県として取り組むべき施策の提言とし

て参考になるのかなというふうに思ったところ

でございます。

次に、３の静岡県静岡市にございます財団法
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人の静岡総合研究機構でございます。ここで農

商工連携の成功の要因について調査をしたいと

考えております。財団法人静岡総合研究機構は、

長銀のほうにおられた竹内宏理事長なんですが、

先ほど御説明しました「農商工連携88選」の事

業者を中心に22事業者を選定され、独自にヒア

リング調査を行って、共通する成功の要因等を

分析し、50ページほどの報告書を昨年度まとめ

ております。さまざまな事例を分析し、その中

から行政の施策の方向性を示しておりますので、

これも施策の提言として参考になるのではない

かと思って選定したところでございます。

最後に、４の静岡県浜松市にございますやま

と興業株式会社でございます。ただ、ここはア

ポイントを先週中ずっと照会しているんですが、

まだ調整が整っておりません。可能であれば、

農商工連携の取り組みについて調査をしたいと

考えております。やまと興業株式会社、ここは

製造業の事業所さんなんですが、静岡大学との

産学官連携が契機となって、ＬＥＤの農業分野

での利活用の研究を重ねていく中で、栽培農家

の「チンゲンサイを付加価値化・農産品化させ

たい」というニーズに出合って、ＬＥＤによる

花芽誘導装置の開発に成功され、平成20年４月、

先ほど御説明しました「農商工連携88選」に選

ばれている企業でございます。

説明は以上でございます。

○太田委員長 説明が終わりましたが、一部、

相手先との調整が整っていないところもありま

す。調査日が迫っておりますので、こういう形

で調整を進めさせていただきたいと思っており

ます。この案で了承いただけますでしょうか。

県のほうに提言をしないといけないものです

から、そういうところをできるだけと思って選

んだところであります。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そういうふうに決定

をいたします。

なお、諸般の事情により、若干変更が出てく

るかもしれませんが、正副委員長に御一任いた

だきます。

次に、協議事項（２）次回の委員会でありま

す。

次回の委員会は、閉会中の11月２日水曜日に

行う予定をしておりますが、執行部への説明、

資料要求について、何か御意見や御要望はござ

いませんでしょうか。

○西村委員 今、メタンハイドレードがテレビ、

新聞等で、また新たな局面を迎えたということ

で、現在の国の動きというものもよくわからな

いものですから、できればその資料等をいただ

きたいなと思いまして、資料等はできるだけ早

くいただきたいんですが、ついでがあれば、次

回委員会のときに説明をいただきたいと思いま

す。

○太田委員長 メタンハイドレード、そういっ

たテーマで、資料と執行部の説明も受けたいと。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 では、そのあたりを参考に、次

回の委員会を開催したいと思います。では、そ

ういうふうに取り決めさせていただきます。

最後になりますが、協議事項（３）その他で

何か意見はございませんでしょうか。

○中野委員 今後どんなスケジュールになるか

わからないけど、工業技術センターに、あそこ

で４～５人ぐらいかな、いろいろ相談員がおる

んですよ。旭化成のＯＢとかいろんなね。この

人たちが今、農商工連携の新技術とか含めて、

みんな窓口対応です。何かこの人たちからいろ
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んな、どこまで言えるかですけど、執行部入れ

ずに聞いたりすると、かなり宮崎県の実態、そ

ういうのも聞けるのかなと思うけど、時間があ

ればですよ。私は個人的にあれだけど、かなり

長い間、新規事業、農商工連携、すべて前から

やっておるわけですよ。

○太田委員長 そういう役職の人の正式名称は

何と言われているんですか。

○中野委員 工業技術センターの相談員じゃな

くて、アドバイザーです。単なる意見です。

○太田委員長 そのあたりも一応意見として上

げておいてもらえば、参考にしたいと思います。

アドバイザーですね。

ほかにありませんか。ないようでしたら、次

の委員会でありますが、11月２日火曜日、午前10

時から予定しておりますので、よろしくお願い

いたします。

以上で本日の委員会を終わります。

午後０時５分閉会


